
区　分
補助限度額（年額）

在園中の第２子 在園中の第３子以降

非課税世帯 218,000 円 299,000 円

所得割非課税世帯 218,000 円 299,000 円

所得割課税額が
34,500円以下の世帯 155,000 円 299,000 円

所得割課税額が
183,000円以下の世帯 108,000 円 299,000 円

区　分

補助限度額（年額）

１人就園の場
合又は同一世
帯から２人以
上就園してい
る場合の園児
（第１子）

同一世帯から
２人以上就園
している場合
の園児
（第２子）

同一世帯から
３人以上就園
している場合
の左以外の園
児
（第３子以降）

非課税世帯 190,000 円 245,000 円 299,000 円

所得割非課税世帯 190,000 円 245,000 円 299,000 円

所得割課税額が
34,500円以下の世帯 106,000 円 203,000 円 299,000 円

所得割課税額が
183,000円以下の世帯 43,600 円 172,000 円 299,000 円

◎表１　園児に小学校１～３年生の兄・姉がいる場合

◎表２　園児に小学校１～３年生の兄・姉がいない場合

※表１・２とも「第○子」と数える場合、小学校４年生以上のお子さんや幼稚園等
に入っていない乳幼児はカウントの対象になりません。

【第○子の数え方】
（例１）長女が小学校２年生、二女が幼稚園児の場合…二女は第２子と
　　　　なり、第２子の額が適用されます。
（例２）長男が小学校５年生、二男が小学校３年生、三男が幼稚園児の
　　　　場合…三男は第２子の額が適用されます。
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③
左
表
の
区
分
に
該
当
す
る

　

税
の
条
件
は
、
平
成
22
年
度
の

市
民
税
で
審
査
し
ま
す
。
課
税
額

は
世
帯
の
合
計
額
で
す
。

〔
手
続
方
法
〕

　

通
園
し
て
い
る
幼
稚
園
か
ら
申

請
書
を
保
護
者
に
配
付
し
ま
す
。

必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
各
幼

稚
園
の
提
出
期
限
ま
で
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　

年
間
保
険
料
の
合
計
額
が
補
助

限
度
額
以
内
の
場
合
は
、
保
育
料

の
合
計
額
と
な
り
ま
す
。

※
市
民
税
の
申
告
（
所
得
税
の
確

定
申
告
）
が
ま
だ
済
ん
で
い
な
い

世
帯
は
、
審
査
が
受
け
ら
れ
ま
せ

ん
。
お
早
め
に
申
告
を
済
ま
せ
て

く
だ
さ
い
。

★
学
校
教
育
課
☎
㉕
１
１
４
９

〔
対
象
と
な
る
家
庭
〕

　

次
の
①
か
ら
③
を
す
べ
て
満
た

し
て
い
る
家
庭
が
対
象
で
す
。　

①
市
内
在
住

②
市
内
又
は
市
外
の
私
立
幼
稚
園

　
（
学
校
教
育
法
に
基
づ
い
て
設

　

置
さ
れ
た
幼
稚
園
）
に
３
〜
５

　

歳
児
を
通
園
さ
せ
て
い
る

市
で
は
、
幼
児
教
育
推
進
の
た
め
に
、
３
〜
５
歳
児
を
幼
稚
園
に

通
園
さ
せ
て
い
る
家
庭
に
対
し
、
世
帯
の
市
民
税
額
に
応
じ
て
保

育
料
の
減
免
措
置
を
行
っ
て
い
ま
す
。

平
成
22
年
度

幼
稚
園
就
園
奨
励
費
の
手
続
き
を
…

　本庄市本庄婦人会（片貝弥生会長）か
ら４月に開所した「いずみ保育所」にヒ
ラドツツジ 200 本が贈られ、植栽も手配
していただきました。子どもたちの危険
防止も兼ねてとの婦人会のお心づかい
で、道路や駐車場のまわりを中心に植え
られました。ありがとうございました。

きれいなツツジありがとう！きれいなツツジありがとう！



※上図で現況届の提出が必要な人で、届出用紙が届かない人はお問い合わせください。

7 平成22年６月１日号

　
『
子
ど
も
手
当
現
況
届
』
は
、

手
当
を
継
続
し
て
受
給
す
る
要
件

を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
手
続

き
で
す
。

　

下
図
に
示
し
た
該
当
者
に
は
、

６
月
上
旬
に
届
出
用
紙
を
郵
送
し

ま
す
。
本
年
６
月
１
日
に
お
け
る

状
況
を
記
載
し
、
必
要
書
類
を
添

え
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

届
出
を
し
な
い
と
、
資
格
が
あ

っ
て
も
支
給
が
停
止
さ
れ
ま
す
。

集
中
受
付
期
間
は
次
の
と
お
り
で

す
が
、
こ
の
期
間
に
届
出
が
で
き

な
い
場
合
で
も
、
必
ず
６
月
中
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

集
中
受
付
期
間

　

６
月
14
日
㈪
〜
25
日
㈮
（
土
・

　

日
曜
日
を
除
く
）　

午
前
８
時

　

30
分
〜
午
後
５
時
15
分

提
出
場
所　

　

子
育
て
支
援
課（
市
役
所
１
階
）

　

市
民
福
祉
課（
総
合
支
所
１
階
）

　

　

郵
送
に
よ
る
提
出
は
、
消
印
日

が
届
出
日
と
な
り
ま
す
。
不
着
、

遅
延
等
に
よ
り
期
限
に
間
に
合
わ

な
か
っ
た
場
合
は
、
支
給
が
停
止

さ
れ
ま
す
の
で
早
め
に
郵
送
し
て

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
郵
送
の
場
合
は
、
郵
送

事
故
の
防
止
の
た
め
、
簡
易
書
留
、

特
定
記
録
郵
便
な
ど
記
録
に
残
る

も
の
で
郵
送
す
る
こ
と
を
お
勧
め

し
ま
す
。
書
き
漏
れ
等
が
あ
っ
た

場
合
は
、
再
度
提
出
し
て
い
た
だ

く
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

郵
送
先　

〒
３
６
７
―
８
５
０
１

　

本
庄
市
本
庄
３
―
５
―
３

　

本
庄
市
役
所
子
育
て
支
援
課

　

　

平
成
22
年
３
月
31
日
時
点
で
児

童
手
当
を
受
け
て
い
な
い
人
で
、

子
ど
も
手
当
の
認
定
請
求
書
を
提

出
し
た
人
、
３
月
中
に
児
童
手
当

を
申
請
し
４
月
分
か
ら
手
当
が
発

生
す
る
人
は
、
現
況
届
の
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

お
子
さ
ん
の
状
況
に
よ
っ
て
要
・

不
要
が
変
わ
っ
て
き
ま
す
の
で
下

の
表
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

子ども手当の現況届を…子ども手当の現況届を…

　４月から、「子ども手当制度」が始まりました。

「子ども手当現況届」は、手当の継続を確認す

るために提出していただくものですが、届出が

必要かどうか、下記の図をご覧いただき、必要

な人は、提出をお願いします。

★子育て支援課☎㉕１１３０、市民福祉課☎72

　１３３１（内線３１６）

平成22年３月31日現在、
児童手当を受給していま
したか？

４月１日現在、中学生以
下のお子さんがいます
か？

４月２日以降の転入やお子さん
が生まれるなど認定請求書を提
出した場合、現況届の提出は不
要です。手当の認定請求をまだ
していない人は、早急に申請し
てください。申請の翌月分から
の支給となります。

「認定請求書」を提
出しましたか？

現況届の提出は不要
です。

現況届の提出
が必要です。

現況届
の提出
が必要
です。早めに「認

定請求書」
を提出して
ください。

現況届の提
出が必要で
す。
※「額改定認
定請求書」が
ないと増額
分の手当は
支給されま
せん。

４月１日現在、中学
２・３年生のお子さ
んがいますか？

「額改定認定請求書」を
提出しましたか？

【子ども手当申請猶予期間について】
　　平成 22 年９月 30 日までに申請すれば、原則として４月分からの
　手当を受けることができます。期日を過ぎると、手当は申請の翌月
　分からの支給となりますのでご注意ください。

いいえ いいえ

スタート

現況届はいるの？

いいえ

いいえ

いいえ

はい はい

はい

はい

はい
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